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市民の皆様のために…
香川県弁護士会ができること
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市民の皆様

家庭、職場などで起こる様々なトラブルを解決するための相談所として、
香川県弁護士会では、弁護士による一般法律相談を受け付けています。
日時：毎週月曜日・水曜日・金曜日＜事前予約制＞１３：００～１６：２０

※相談場所は香川県弁護士会館となります。

※中讃・西讃地区の方は、中讃・西讃地区にある弁護士事務所が当番制
でご相談を承ります。下記丸亀事務室までお電話ください。
また、費用については、各弁護士にご確認ください。

一般の法律相談

　一般法律相談 1

【高松地区】
４０分５，０００円（消費税別）

電話又はインターネット予約 （ただし、中讃・西讃地区は電話のみ。）

香川県弁護士会（事務局）高松市丸の内２－２２　電話０８７－８２２－３６９３
丸亀事務室　　丸亀市城西町２－４－２５　　　  電話０８７７－２２－６７１３

「ひまわり相談ネット」　https://www.soudan-yoyaku.jp/



ご利用方法
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市民の皆様

多額の借金を抱え困っている方に対して、弁護士による無料の法律相
談を受け付けています。
日時：毎月第１、第３火曜日＜事前予約制＞１３：００～１６：００

※相談場所は香川県弁護士会館となります。

多重債務に関する無料法律相談

多重債務法律相談 ２

３０分無料

電話又はインターネット予約 

香川県弁護士会（事務局）高松市丸の内２－２２　電話０８７－８２２－３６９３
「ひまわり相談ネット」　https://www.soudan-yoyaku.jp/
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弁護士による交通事故相談（無料）及び示談あっ旋（無料）

専門家である弁護士が、被害者側、加害者側を問わず公正な立場に立っ
て損害賠償額の算定、賠償責任の有無、過失の割合などについて相談に
応じています。

示談あっ旋を希望する方には、相談の結果、示談あっ旋に適すると弁護士
が判断した場合、示談あっ旋による解決を図るお手伝いをします。

ただし、刑事処分、行政処分の相談はお取り扱い出来ません。

【相談日】毎週金曜日　ＡM９：３０～PM３：３０ （お一人３０分以内）

ご利用方法

費　　　用

お問い合わせ先

制度の説明

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋＋ ＋ ＋＋＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋＋ ＋ ＋ ＋ ＋＋ ＋

市民の皆様

①〈事前予約制〉です。電話により予約受付を行っています。 
②〈面談相談〉になります。お電話での相談はできません。
③相談にお越しの際は、事故に関係ある書類を整理してお持ちください。 

全て無料です。

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター香川県支部 
（香川県弁護士会事務局内）

高松市丸の内２ー２２　電話０８７－８２２－３６９３

３公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 香川県支部
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ご利用方法

費　　　用

お問い合わせ先

制度の説明
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市民の皆様

刑事事件の被疑者・被告人として逮捕や勾留などの身体拘束を受けている
方に対し、弁護士を身体拘束を受けている場所（警察署等）まで派遣し、面
会（接見）をします。

この面会は、身体拘束を受けている当事者又はその家族等の関係人からの
依頼を受けたときから、原則２４時間以内に弁護士が赴いて実施します。
面会において、弁護士は、被疑者・被告人の権利や刑事事件手続の流れな
どを説明するとともに、その事件について必要な助言を行います。

また、自分でお金を出して弁護士を雇いたい（私選弁護人を選任したい。）
ものの、弁護士の心当たりがない方に対して、この制度により私選弁護人
の候補者を面会に赴かせることもできます。

この制度を利用できるのは、まだ弁護士を選任していない被疑者・被告人
又はその家族です。土曜日・日曜日・祝日も当番の弁護士が待機しています
が、家族などの関係人の申し込みは平日に限られます。

弁護士会にご連絡の上、当番弁護士希望とお伝えください。

刑事事件の被疑者等として身体拘束を受けた方に、
一度、無料で面会して助言などをします。

全て無料です。

当番弁護士制度（刑事弁護）４

当事者：身体拘束場所（警察署等）に当番弁護士希望と職員に申し出てください。
家 族 等 ： 香川県弁護士会（高松市丸の内２－２２  電話０８７－８２２－３６９３）
　　　    丸亀事務室（丸亀市城西町２－４－２５  電話０８７７－２２－６７１３）



巾民の音様
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暴力団などの反社会的勢力からの被害に対応します。

制度の説明

暴力団などの反社会的勢力からの被害や、反社会的勢力からの関係遮断、

香川県暴力団排除推進条例に関する質問など、香川県弁護士会の民事介

入暴力問題対策委員会（略称「民暴委員会」）所属の弁護士を中心に、相談

や、個別の対応に応じます。

被害救済のため、裁判上、裁判外の手続を執り、紛争を解決します。

相談や、個別の対応にあたっては、香川県警察本部や公益財団法人香川県

暴力追放運動推進センター（略称「暴追センター」）と連携し、早期かつ適

切な対応が可能です。

こ利用方法

民暴委員会所属弁護士の無料相談：暴追センター(087-837-8889) ・ 

一般の弁護士相談：香川県弁護士会(087-822-3693)

にこ連絡ください。

費用

l 景追センターでの相談：無料（原則毎月第2・4火曜日） ］ 
弁護士会での相談 ： 40分5,000円（消費税別）

お問い合わせ先

公益財団法人香川県襲力追放運動推進センター
（高松市磨屋町5-9プラタ59ビル7階 電話 087-837-8889)

香川県弁護士会（事務局）
（高松市丸の内2-22 電話 087-822-3693)
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高齢者・障がい者問題に取り組む弁護士が、ご本人、
ご家族、支援者の方々のお悩みに電話で相談に応じます。

制度の説明

高齢者(65歳以上）や障がい者の法律問題についての無料電話相談です

（ただし、通話料金はこ自身の負担となります。）。

高齢者(65歳以上）・障がい者こ本人やそのこ家族、支援者など、どなたで

もこ利用できます。

・「遺言書をどう書けばいいか知りたい。」

・「相続のことについて知りたい。」

・「物忘れがひどくなってきたので預金の管理をして欲しい。」

・「家に来た業者が高い商品を売りつけた。」、「年金を息子が取り込み渡し

てくれない。」
など、悩んでおられることを何でもこ相談ください。

※こ相談は、お一人様1回30分以内です。

※電話相談をした結果、面談して相談する必要がある場合には、来館

相談出張相談もお受けします（原則有料）。

下記のお問い合わせ先にお気軽にこ相談ください。

こ利用方法

ひまわりあんしん （電話番号087-8 2 2-t5 8 0 8) 
毎月第2・第4木曜日午後1時～午後4時 T 

※担当弁護士の事務所に繋がりますので、「ひまわりあんしん」を利用し

＋たい旨お伝えください。

費用

お問い合わせ先

香川県弁護士会（事務局）
高松市丸の内2-22電話087-822-3693
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高齢者・障害者支援センター（出張相談） 7 

外出が困難な高齢者や障がい者の方のために、
弁護士がご自宅等を訪問して、法律相談に応じます。

制度の説明

高齢者や障がいのある人にとって、何かトラブルがあったときに、弁護士

事務所や弁護士会館まで相談に行くことはなかなか大変なことです。高

齢者・障がい者の方のために、弁護士がこ自宅や病院など（香川県内に限り

ます。）を訪問して法律相談に応じます。

•財産管理、成年後見

・消費者被害

遺言相続

借金

・介護

・虐待

など、お気軽にこ相談ください。

こ利用方法

下記のお問い合わせ先にこ連絡の上、出張相談希望とお伝えいただき、 ＋ 

住所、氏名、電話番号などの基本情報をお伝えください。

（なお、出張相談にいたるまでにはお時間をいただくことがあります。） ＋ 

費 用

l 45分10,000円（消費税別）＋交通費 ］ 
（ただし、資力によっては、法テラスの利用により無料となることがあります。）

お問い合わせ先

香川県弁護士会（事務局）

高松市丸の内2-22電話087-822-3693



巾民の皆極
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子どもの権利に関する無料電話相談です。

制度の説明

学校での子どもの問題（いじめ、不登校、停学や退学、校内での事故やけ

んか、体罰など）や家庭での子どもの問題（虐待や育児放棄など）など、子

どもの権利に関する問題についての電話での法律相談です。

子ども本人からの直接相談はもちろんのこと、子どもの権利に関する相談

であれば、子どもの周囲にいる大人からの相談にも対応いたします。

なお、大人からの相談の場合、内容によっては、一般法律相談（有料）の対

象となる場合があります（離婚・DVなど、親・大人同士の問題に関する相談

は子どもの権利ll 0番では対応できません）。予めこ了承ください。

こ利用方法

下記のお問い合わせ先にこ連絡の上、子どもの権利 ll 0番の

相談希望とお伝えください。

費用

［ （ただし、通話料は9目談：の負担となります。） ］ 
お問い合わせ先

香川県弁護士会（事務局）

高松市丸の内2-22電話087-822-3693



ご利用方法

費　　　用

お問い合わせ先

制度の説明
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市民の皆様

日本弁護士連合会中小企業法律支援センターが提供する中小企業のため
の法律相談サービスです。 

売掛金の回収、会社の再建、事業再生、雇用問題、過重債務、事業承継、契
約・取引相談など経営上の種々の問題についてお気軽にご相談ください。

下記ひまわりほっとダイヤルに電話を頂きましたら、担当弁護士が相談者
に対し電話などで連絡を取り、日程調整の上、直接面談して法律相談を行
います。 

初回の相談（３０分間）につき５,０００円（消費税別）で行うこととしております

（その後については、担当弁護士にお尋ねください。）。

ひまわりほっとダイヤル（電話番号０５７０－００１－２４０）
午前１０時～午後０時、午後１時～午後４時

中小企業のための法律相談サービスです。

中小企業法律支援センター（ひまわりほっとダイヤル） 9

初回３０分間　５,０００円（消費税別）

香川県弁護士会（事務局）
 高松市丸の内2-22 電話０８７－８２２－３６９３
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ご利用方法

費　　　用

お問い合わせ先

制度の説明
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市民の皆様

犯罪被害に遭った方に対し、その支援に精通した弁護士を紹介し、面談で
の相談を実施します。

担当弁護士は、犯罪被害者支援のために必要な研修・実務経験を積んでい
るため、二次被害の発生や専門外などを理由とするたらい回しを防ぐこと
ができます。

また、この相談では、精神的負担が大きい被害者のケアなどのため、弁護
士に加えて公益社団法人かがわ被害者支援センターの職員が同席するこ
とも可能です。

相談の実施場所も弁護士事務所ではなく、公益社団法人かがわ被害者支
援センターにおいて行うことも可能です。

担当弁護士は、公益社団法人かがわ被害者支援センターや香川県警察犯
罪被害者支援室と連携しており、円滑な支援が可能です。

下記のお問い合わせ先にご連絡の上、被害者支援の弁護士希望と
お伝えください。

犯罪被害に遭った方に対して、犯罪被害者の支援に
精通した弁護士が相談などを行います。

犯罪被害者相談(精通弁護士紹介制度) 10

援助制度等の利用要件（資力要件等）を満たす場合は、無料です。

香川県弁護士会（事務局）
 高松市丸の内2-22 電話０８７－８２２－３６９３
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市民の皆様

【相談】知的財産に関する紛争の解決及び予防のための相談を受け付
けております。
【調停】弁護士・弁理士各１名による調停人が、当事者双方の主張を聞き、
その紛争解決に協力し、和解の成立に向けて努力する制度です。３名の
調停人によることもできます。
【仲裁】紛争当事者の間に仲裁合意（仲裁契約）、つまり、１名又は数名
の仲裁人を選任して私法上の法律関係についての紛争につき判断させ、
双方がこれに従う旨の約定がある場合に、仲裁人の判断にその解決を
委ねる制度です。仲裁判断は、紛争当事者を拘束し、原則として不服の
申立（裁判を含む。）はできません。
その他にもセンター判定・事業適合性判定などもあります。詳細につい
ては、日本知的財産仲裁センターホームページ（http://www. ip -
adr.gr.jp/)をご覧ください。

ご相談は、事前予約制です。

日本知的財産仲裁センターは、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で
設立した知的財産の紛争処理などを行うADR（裁判外紛争解決手段）機関です。

日本知的財産仲裁センター四国支所 11

日本知的財産仲裁センター四国支所事務局
（香川県弁護士会事務局内）

高松市丸の内２ー２２ 電話０８７－８２２－３６９３

全て有料です。
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市民の皆様

日常生活を送る中で、人権、法律上のトラブルを抱えた外国人住民を支援
することを目的として、弁護士と法務局職員による無料法律相談を実施し
ています。
日本語が十分でない外国人住民の方には、無料で通訳を派遣しています。
相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
日時：毎月第３金曜日＜事前予約制＞１３：００～１５：００
場所：アイパル香川２階小会議室

下記のお問い合わせ先にご連絡の上、相談希望とお伝えください。

外国人住民の方を対象とした法律相談

外国人のための人権法律相談 12

公益財団法人香川県国際交流協会（アイパル香川）
高松市番町１－１１－６３　電話０８７－８３７－５９０８（月曜日休館）
※月曜日が休日の場合は開館し、原則として翌日火曜日が休館となります。

全て無料です。
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JR高松駅

~ 
国道30号線 I 
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高松中央郵便局■ ■三越
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■ JR高松駅出口より徒歩約10分
■ことでん高松築港駅出口より徒歩約7分

2016年6月発行

発行者香川県弁護士会

〒760-0033香川県高松市丸の内2-22
TEL 087-822-3693 

http://kabenjp/~ 


	0524弁護士会_表裏紙市民向け（分割）
	0609市民向け香川県弁護士会目次
	0609市民向け香川県弁護士会中面P1-2分割）
	0609市民向け香川県弁護士会中面P3-4（分割）
	0606市民向け香川県弁護士会中面P5-6（テキスト認識　分割）
	0606市民向け香川県弁護士会中面P7-8（テキスト認識 分割）
	0609市民向け香川県弁護士会中面P9-10（分割）
	0609市民向け香川県弁護士会中面P11-12（分割）

